
開催日時 令和５年２月３日（金）１３時３０分開会 １５時３０分閉会 

開催場所 三次市役所 ６階 ６０７会議室 

出席委員 委 員 長 東川 安雄 （広島文化学園大学教授） 

     副委員長 藤田 正樹 （三次市立八次中学校校長） 

 委  員 谷本 憲紀 （三次市ＰＴＡ連合会副会長） 

 委  員 藤原 妙子 （三次市ＰＴＡ連合会役員） 

 委  員 横山 秀憲 （三次市立三和中学校校長） 

 委  員 藤井 清美 （三次市立塩町中学校校長） 

 委  員 助木 達夫 （三次市体育協会会長） 

 委  員 今田 邦彦 （三次市スポーツ少年団本部長） 

事務局  地域振興部，教育委員会学校教育課 

 

〇 事務局資料説明 

○ 議事 

１ 国，県の方針転換について 

〇公立中学校部活動の地域連携・地域移行修正内容について【別紙資料１】 

（地域振興課） 

（１）国の方針 

   令和４年１２月２７日に計画が修正された。 

（２）背景等 

   国の方針に従い，県の方針も変更 

（３）県の予算要求 

（４）参考（ガイドラインの見直し） 

（５）懸念事項 

   本市として，再検討する必要がある。 

 

〇学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドラインについて 

【別紙資料２】（地域振興課） 

 

協議内容 

委  員：実証事業とは 

事 務 局：令和４年度 県教委が行う指定補助事業（モデル事業） 

      令和４年度 府中町が指定校となり，教員が一指導者として，休日に部活指導 

令和５年度も継続見通し 

委  員：国も早々に方針を出し，都会向けの方針であった。 

子供中心の地域移行であるべきだった。地域の実情に応じた形が良い。 

国の予算もしっかりつけてもらいたい。 

東川委員長：市の予算はある程度必要となる。中体連の方針は？ 



 

委  員：来年度は，スポーツ団体からも大会に出ることができる。 

 

２ 教員対象調査の結果について 

   委  員：これだけ，指導してやろうと言ってくださる先生がいるのはありがたい。 

   委  員：兼職兼業の制度は整ったのか。 

   委  員：指導者ライセンスはどうなのか。 

   事 務 局：ライセンスは調査していない。 

   東川委員長：市として予算面の確保をどうするか。 

委  員：人材バンクはあるのか。 

事 務 局：部活動指導員はいる。 

委  員：部活動指導員の育成予定は。 

 

３ 提言書（案）についての検討【別紙資料３】（事務局） 

事 務 局：本市としては，地域移行を前向きに進めていく。 

委  員：可能な地域（中学校区）が良いのか，種目が良いのか 

委  員：校区に限定しない方が良いのでは。校区に等を加えたら，選択肢が増えるのでは。 

委  員：総括コーディネーターと地域コーディネーターの違いは。 

事 務 局：総括 Co は事務局に在籍して事務またはつなぎを主とする。地域 Co は，地域で主と 

なって動いて下さる方。 

委  員：総括 Co は，市役所ではなく，地域に所属して，動いた方が良いのでは。 

事 務 局：コーディネーターの定義・説明が必要であった。 

委  員：種目で考えることも必要。 

        競技によって，団体競技，部員数によって，どこと組むかが大切。 

        いっぺんには，良い形にはならない。 

        ３年間の推進計画になっているが，柔軟に変更していくことが大切。 

委  員：予算的なこと。 

        スポーツのまち三次の推進に向けて，市長も予算を付けるのではないか。 

委  員：可能な種目（競技）から始めるというのでも良いのでは。 

東川委員長：動けるような組織と財源については，必要であると明記するべきでは。 

委  員：学校の公的な施設を活用するのであれば，減免申請を可能にすべき。 

        スポーツクラブは有料。 

        地域移行に絡む予算は必要となる。 

東川委員長：取組が進みやすい環境整備を入れること。 

委  員：広域連携，近隣である庄原市（安芸高田市）との連携も必要である。 

        子どもがやりたい種目（スケボ―等）に応じることも視野に，他市との連携も考え

る。 

委  員：提言の前文に「他市町」を入れておけば，本文に「他市町」を入れなくても良いのでは。 



        この３年で進めるには，「ひと・もの・かね」が無い。 

        これをチャンスと捉えて，進めていくべき。 

委  員：コミュニティ・スクールに絡めて，良い案はないのか。 

委  員：外部指導員の活用はすでに行っている。 

東川委員長：この提言書がある意味のスタート，とりあえず令和５年度どうするのか。 

委  員：多様な人材を活用すること。で終わる。 

東川委員長：再度，提言を整理して，完成する手順は？ 

事 務 局：修正案を委員に来週中に送付するので，意見をいただき，修正して，委員長と事務で 

最終提言書を仕上げ，３月下旬に委員長と藤田副委員長により教育長に提出する。 

来年度，文化部も入れて新たな会を立ち上げ，継続して検討・協議をしていく。 

        トーンダウンはしないが，慎重に進めていく。 


